
                           

平成３０年９月２８日 

定期（特定）自主検査実施者 殿  

 

公益社団法人建設荷役車両安全技術協会 

    

定期（特定）自主検査記録表の署名・捺印の取扱いについて 

   

平素は本協会の運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、本協会では、定期（特定）自主検査記録表の表題部の「検査者」及び「責任者」

欄の取扱いについて下記のとおり変更致しましたので、ご連絡申し上げます。 

 

記 

 

1．これまで「検査者」及び「責任者」欄には署名・捺印を推奨して参りましたが、今

後は捺印については、検査業者、検査実施事業者の判断に委ねることとし、検査記録

表を順次改訂し、「検査者」及び「責任者」欄から「㊞」表示をなくしていきます。   

  なお、検査記録表の署名欄の「㊞」の有無にかかわらず 記 2. により、捺印が省略

可能となります。 

2．捺印省略のためには、次の①及び②の措置が必要です。 

① 検査業、事業内のいずれの場合も、社内で文書による取り決めによって捺印省

略を決定する。 

② 検査業者であって、業務規程に署名・捺印についての記載がある場合は、業務

規程の変更と厚生労働省または都道府県労働局への届出を行う。 

  

（ご参考） 

  現在「㊞」表示のない記録表は次の２種類です。 

・SR-ECC-01-E クレーン機能付き油圧ショベル（クローラー式） 

定期自主検査記録表・特定自主検査記録表 

・SR-ECR-01  クレーン機能付油圧ショベル 定期自主検査記録表 

 


